
基本目標１．脱炭素社会の実現

基本施策 主な取り組み 施策の展開（実施事業等）

①温暖化対策の推進 １）脱炭素地域づくりの推進 脱炭素先行地域づくり事業の推進 ・小水力発電を中心に木質バイオマス発電が補完する仕組みの構築

・再エネ自給率「見える化サービス」の導入やセミナーの開催、専用ホームページの開設による行動変容の促進

温室効果ガス吸収源対策の推進 ・木材生産区域、環境保全区域、観光景観区域、生活保全区域の区域ごとの100年後の望ましい姿に向けた森林づくりの推進

・林業の担い手の確保・育成や多様な林業事業者への支援、森林・林業の普及啓発による森林・林業を支える人づくり

・都市部自治体との連携拡大による森林整備によるカーボンオフセットや木材利用、普及啓発など地球温暖化対策に資する森林づくり

・木の駅プロジェクトと連携した「積まマイカー」の運行等により、間伐材や林地残材等の木質バイオマスエネルギー等カスケード利用による里山林の維持管理や有効活
用の促進

２）再生可能エネルギーの導入と利用の促進 再生可能エネルギーの導入促進 ・再生可能エネルギーの新たな支援制度の検討

・太陽光発電や小水力発電、地熱発電、木質バイオマス等の再生可能エネルギーの導入促進

・自家消費型太陽光発電設備や蓄電池、V2Hの導入等による自家消費型再生可能エネルギーの導入促進

・公共施設の新築等における木質バイオマスボイラーや木質ペレットストーブの導入促進

再生可能エネルギーの利用促進 ・再生可能エネルギー由来の電力の利用促進、市内産の再生可能エネルギーの利用促進

・再生可能エネルギー発電事業者と地元関係者との連携

・燃料電池自動車（FCV）の導入促進

・水素エネルギーの利用に向けた検討

３）省エネルギー活動の促進 省エネルギー活動の啓発、促進 ・脱炭素につながる新しい豊かな生活を創る国民運動「デコ活」の啓発、浸透

・高山市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づく温室効果ガス削減に向けた市の取り組みの推進

・ＬＥＤ照明や高効率ボイラー等、省エネルギー効果の高い機器の導入促進

電動車の普及や公共交通機関等の利用促進 ・温室効果ガスの排出量の少ない電動車（EV等）の普及啓発

・電動車（EV等）の利用目的に応じた充電設備（急速・普通）の設置促進

・公共交通機関や自転車の利用促進

・エコドライブの促進等による排出ガス抑制意識の高揚

建築物や設備・機器の省エネルギーの促進 ・2030年度以降に新築される住宅、建築物におけるZEH・ZEB基準の省エネ性能の確保に向けた指導や助言の実施

・高山市公共施設等木造化方針に基づく公共施設の木造化や木質化、木質バイオマスの利用促進（地域産材、間伐材等の利用）

・省エネルギー住宅の選択やエコリフォームの促進

・省エネルギー性能の高い製品の選択や設備への更新の促進

②気候変動への適応 気候変動への適応 農林畜産業に関する適応 ・品種改良や代替品種の研究検討、作業環境の見直しや注意喚起による農作物の収量増加、作業中の熱中症対策

・暖冬や渇水に対応した農業用水施設整備の検討及び計画的な用水利用の啓発、侵入防止柵の設置や捕獲など野生鳥獣被害防止対策

・多面的機能支払い交付金制度を活用した水路の長寿命化、施設利用者への適正な維持管理の啓発

・気温上昇の変化に対応した農産物に関する情報の収集、提供

・豪雨や大雪など気象災害に強い適正な森林整備、低コストで耐久性が高い林内路網の整備や治山事業の推進

・暑熱による家畜や飼料用作物への影響に備えた防疫対策整備や飼料用作物の品種改良

水資源、自然災害、自然生態系に関する適応
・水道水の水源となる河川や地下水の水量や水質変化に適応した水源地域の指定や取水量の監視、濁度計による水質監視機能の維持、紫外線処理施設による浄水
機能の維持

・護岸・河床の整備や適正な水門管理、ハザードマップによる浸水想定区域の周知、備蓄計画に基づく災害備蓄品の整備

・避難訓練等の実施や集中豪雨・土砂災害への対策の強化

健康や生活に対する適応 ・指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）の指定及び開放

気候変動に対する周知・啓発 ・気候変動による感染症・熱中症といった健康への影響や注意喚起、農林水産業、災害への対策などに関する情報の提供

別紙３

４



基本目標２．循環型社会の形成

基本施策 主な取り組み 施策の展開（実施事業等）

①資源循環の推進 １）ごみの減量・資源化の推進 ３Ｒ（廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用）の ・生ごみ堆肥化等装置の購入の促進などによる生ごみの減量化の推進

・使い捨て製品、プラスチック製品の使用抑制などによる廃棄物の発生抑制

・3010（サンマルイチマル）運動やフードドライブなど、食品ロス削減に向けた取り組みの推進

・リフォーム製品フェアの開催やフリーマーケットの活用などによる再使用の推進

・集団資源回収など励による資源物の回収の推進

・紙ごみ等の資源化や分別方法の周知徹底などによる再生利用の推進

・ごみ減量化推進のための新たな取り組み（ごみ処理手数料の見直し等）の検討

・公共工事の発注における建設発生土の抑制やリサイクル資材の活用（建設発生土の再利用や再生アスファルト合材、再生砕石の使用）の推進

環境配慮行動の推進 ・環境配慮事業所認証制度などによる環境配慮行動の推進

・環境配慮製品・サービスの選択等の消費者の環境配慮行動の推進

・「環境の日」や「ごみゼロの日」等の機会を活用した意識の啓発

・高山市ポイ捨て等及び路上喫煙禁止条例に基づく吸い殻や空き缶等のポイ捨てや路上喫煙に対する取り組みの推進

２）ごみ処理施設を活用したエネルギー循環 ごみ処理施設を活用したエネルギー循環 ・ごみ焼却施設における余熱を利用した発電による電気の施設内利用、余剰電力の売電及び近隣施設での蒸気利用

・発電による電気を使用した水素エネルギーの活用の検討

②ごみの適正処理 １）ごみの適正処理の推進 ごみの分別ルールの徹底 ・ごみ分別アプリの提供などによるごみの分別ルールの周知やリサイクル推進員等による分別指導の徹底

・パトロールの強化や関係機関との連携による不法投棄防止対策の実施

排出・収集運搬方式の見直し ・人口減少等によるごみ排出量の減少に対応した収集区分や収集頻度等の最適化の検討

ごみ処理施設の安全稼働 ・ごみ処理施設の適正な維持管理

・排ガス等の測定値の監視による環境基準値の遵守、測定結果の公表

２）ごみ処理施設と周辺環境対策 ごみ処理施設の整備 ・循環型社会や脱炭素型社会に寄与する新ごみ処理施設の整備

・国内トップクラスの排ガス自主規制値による環境に配慮した新ごみ処理施設の運用

・周辺環境に配慮した第１次埋立処分地の跡地整備の推進

５



基本目標３．自然との共生

基本施策 主な取り組み 施策の展開（実施事業等）

①自然環境の保全と活用 1)自然環境の保全 適正な宅地開発行為等の推進 ・都市計画に関する制度の運用等により土地利用の規制、誘導を図るとともに、まちづくりに関する計画及び指針に適合する指導、助言の実施

・太陽光発電設備等の設置に対し、高山市開発行為に関する指針に基づく指導・助言の実施

・農地に関する制度の運用や農用地利用計画の見直しなどによる農用地区域の適正利用と身近な田園景観や自然生態系の保全

100年先の森林づくり ・生産性の高い森林のゾーニングなど、戦略的かつ計画的な整備による森林資源の循環利用と林業木材産業の成長の促進

・地籍調査や森林推定地番図の作成などによる森林所有者の特定、個人所有の森林整備の促進

・移住者や県立森林文化アカデミーの学生等に対する支援による森林技術者の待遇改善や育成

・緑の募金を活用した緑化推進事業や市民参加による森づくり

森林の適正管理 ・森林の開発時における森林法に基づく林地開発の許可や保安林の転用解除制度等の適正な運用

・岐阜県水源地域保全条例及び高山市水道水源保全条例に基づく水源地域の指定による水源保全の推進

・県の地域森林計画や高山市森林整備計画、森林所有者による森林経営計画に基づく適正な森林施業及び保安林整備などの促進

・適正な間伐等の管理による森林の適正な保全、林業後継者の確保や生産活動の活性化

・自然生態系や景観に配慮した林道開設・改良などによる森林施業の促進

・間伐材や林地残材等の木質バイオマスエネルギー利用による里山林の維持管理や有効活用の促進

環境に配慮した河川整備 ・市街地の河川周辺環境と調和した水辺空間の形成などによる親水性の確保、市民との協働による河川沿道の維持管理の実施

・生活排水処理施設の整備や地域による美化活動、水質調査の実施などを通じた水質の浄化、豊かな水辺や多くの水生生物が生息する河川環境の創出

自然災害の防止 ・山地災害や農地災害、河川への土砂流出などの自然災害の未然防止

・河川改修や雨水対策施設・土砂災害防止施設の整備促進、宮川防災ダム・久々野防災ダム・丹生川ダム等の管理などによる水害や土砂災害に備えた防災施設の強化

・自然環境や景観等に配慮した工法による災害復旧事業の実施

・林業事業体との連携による重点区域における間伐の推進

2)地域特有の自然資源の保護 保存樹・保存林等の保護・保全 ・高山市の緑を守り育てる条例に基づき指定している地域の貴重な保存樹・保存林の適正な管理による保護・保全

動植物の保護・保全 ・自然公園や自然環境保全地域における動植物の適正な保護・保全

・野生鳥獣の生育・生息環境の保全や、有害鳥獣による農作物・生活環境被害を考慮した鳥獣保護区の設定

自然保護意識の高揚 ・自然環境や野生生物等の保護・保全に関する意識の高揚

・山林の荒廃、動植物の適正な保護、自然環境の保全と地域振興のバランス等、山が抱えるさまざまな課題に対して関心を高める機会の創出

・幼少期から大人まで世代に応じた木育・森林環境教育により、森林に対し責任のある行動をとることができる人材づくり

3)希少動植物の保護 希少動植物の保護・保全 ・国や県のレッドデータブックに基づく絶滅危惧種や希少種の生育、生息状況の把握、保護・保全活動の推進

・国の保護林制度との連携により、郷土の森や森林生態系保護地域における原生的な森林生態系からなる自然環境の維持や動植物の保護

・希少動植物の群生地等における採取等の危険性に対する県等関係機関と協力した保護対策の推進

4)自然公園等の保全と利用の推進 自然公園等の適正利用の推進 ・自然公園等における貴重な自然環境の保護と環境保全の意識の高揚とともに適正な利用につなげる取り組みの推進

・環境省が委嘱する自然公園指導員等と連携した動植物の保護や美化清掃の実施、利用者等への利用マナーや事故防止などのアドバイス、指導等の実施

・市内７か所に整備された生活環境保全林遊歩道等の維持管理と利用促進

・観光景観林整備事業による新たな候補地選定に向けた検討

中部山岳国立公園の活性化
・岐阜県中部山岳国立公園活性化推進協議会による地域活性化事業の実施や奥飛騨ビジターセンターを拠点とした自然体験の提供・情報発信のほか、松本高山Big Bridge
構想の取り組みなどによる山岳、自然、温泉といった多様な見どころの発信や誘客に向けたプロモーションの推進

エコツーリズムの推進
・乗鞍岳や周辺地域の自然環境の保全と適正な利用による持続可能な地域づくりをすすめるため、自然を保護しながら観光・体験・保養・学習・研究など、地域特有のさまざま
な魅力を楽しむことができるエコツーリズムの推進

ジオパーク・ユネスコエコパークの取り組みの推進 ・飛騨山脈の成り立ちにより形成された地形地質（ジオ）、自然（エコ）、観光（ツーリズム）の融合による中部山岳国立公園及び周辺地域の持続可能な地域づくりの推進

・白山ユネスコエコパークの理念に基づく環境保護の推進や自然資源の有効活用、地域学習の実施、歴史文化の保存、継承

②自然とのふれあいの創出 1)緑化の推進と緑化意識の高揚 公園や緑地の利用促進 ・地域や市民のニーズを踏まえた公園や緑地等の利用環境の向上

・市民との協働による公園の清掃や草花の手入れなどによる公園づくり

緑地の保全・活用 ・高山市緑の基本計画に基づき、公園や都市緑地等、緑とオープンスペースの整備に向けた施策の総合的・効果的な促進

・高山市の緑を守り育てる条例に基づき、「保存樹・保護地区・保存林」の指定などによる「守るべき緑」の保全、各種支援制度の活用と緑化意識の高揚、市の緑化事業と連携
した「増やすべき緑」の創出

緑化意識の高揚 ・緑の保全、自然保護活動などに取り組むよう学校に働きかけ、「みどりの少年団」の結成により、育成や活動を支援

・「緑と親しむ日」や「緑化月間」における緑化行事、グリーンマーケットの開催、緑の羽根募金等の実施による緑化や森林愛護に対する意識の高揚

2)自然とふれあう場の整備 自然公園等の整備
・動植物や自然景観へ配慮しながら登山道や自然遊歩道、公衆便所等の整備をすすめ、自然公園等の美しい自然や山岳景観にふれることによる自然保護に対する理解の促
進や利用者の安全確保、利便性の向上

森林資源の活用 ・幼少期から大人まで世代に応じた木育・森林環境教育により、森林に対し責任のある行動をとることができる人材づくり

・生活環境保全林として市内７か所に整備した遊歩道等の適正な維持管理

河川環境の活用 ・自然環境に配慮した治水整備や防災対策、散策やスポーツのできる緑地や公園、水遊び場、遊歩道、自然観察施設等の適正な維持管理

・「水の日」や「川の日」等の機会を活用し、水とふれあう機会の創出や清らかな水環境の保全意識の高揚

６



基本目標３．自然との共生

基本施策 主な取り組み 施策の展開（実施事業等）

自然とふれあう機会の創出 ・自然公園や身近な自然環境を活用した山の自然学校や自然環境学習の開催による自然保護や郷土の自然に対する意識の高揚

・子どもたちが郷土の河川や水生生物などに親しみ、河川環境の保全や生物多様性の重要性などについて興味・関心を持つ機会の提供

・豊かな自然を活かした「体験プログラム」など農林業や観光関連団体と連携したグリーンツーリズム、エコツーリズムの促進

③生物多様性の保全 1)土地本来の生態系の保全 特定外来生物防除活動の推進 ・土地本来の生態系を脅かしたり、人や農作物に被害を及ぼす恐れのある特定外来生物の防除

・特定外来生物防除講習会の開催や、広報紙やホームページ等を活用した普及啓発による特定外来生物に関する意識の高揚

在来種を活かした森づくりや緑化の推進 ・いのちの森づくりなどの取り組みによる土地本来の自然環境の保全の推進

クリーン農業の推進 ・化学肥料・化学合成農薬等の効率的な利用と節減を図るなど、環境にやさしい農業（クリーン農業）の推進

2)里地里山利用の推進 里地里山の有効活用 ・間伐材の利用拡大や市産材の利用などによる人工林の適正管理や林業の活性化

・林業や木材産業との連携拡大により、スギやヒノキなどの針葉樹だけでなく広葉樹の販路を拡大

・木の駅プロジェクトと連携した「積まマイカー」の運行等により、間伐材や林地残材等の木質バイオマスエネルギー等カスケード利用による里山林の維持管理や有効活用の促
進

・高山市の緑を守り育てる条例」に基づく「みどりの保全契約」の締結により、市街地周辺の里山や身近な緑を保全するための支援や助言を行うとともに、里山の適正管理に有
効な施策を行うことで里山景観の保全を推進

荒廃農地、耕作放棄地解消対策の推進 ・荒廃農地等の増加を抑えるため、非農家など多様な担い手の農地利用の推進

・中山間地域等直接支払制度や農村環境多面的機能向上事業を継続的に活用するとともに、新規で当事業に参加する組織を増やすよう啓発し、引き続き農地・農業用施設
の保全活動による耕作放棄地の解消

７

６



基本目標４．良好な生活環境の確保

基本施策 主な取り組み 施策の展開（実施事業等）

①公害の防止 1)公害の未然防止 大気環境対策 ・大気環境汚染物質の排出に関する規制基準の遵守や施設の適切な維持管理に対する指導

・一般大気環境調査や酸性雨調査などによる監視・観測体制の充実と大気汚染状況の把握

・放射線の調査や監視・観測の徹底

・市街地外縁部の駐車場の利用などによる公共交通の利用促進を通じた大気汚染物質の排出削減

・県と連携した焼却炉の適正使用や野焼きの防止など、必要な監視、指導の実施

・アスベスト含有調査、除却工事に対し助成を行い、市民の健康被害を予防し、生活環境の保全が図られるよう必要な指導や助言の実施

騒音、振動、悪臭対策 ・騒音や振動、悪臭の発生源を有する施設に対する立入検査や関係法令に基づく規制措置の実施、規制基準の遵守や施設の適切な維持管理についての指導の実施

・一般地域及び主要道路に面した地域での環境騒音測定調査など監視・観測体制の充実

・地域生活におけるマナーの向上に向けた普及啓発や地域環境に対する意識の高揚

水環境対策 ・水環境に係る環境基準の遵守や水質汚濁の発生防止に対する指導

・主要河川における河川水質調査や河川生物調査の実施などによる監視・観測体制の充実

・水道水源周辺河川の安全性を確認するための自主水質検査の実施

・下水道への接続や浄化槽の設置促進をはじめ、自然環境への負担を軽減するため、調理くずや廃食用油の流出防止など、家庭でできる取り組みの促進

・下水道施設の整備や長寿命化及び水洗化を促進するとともに、下水道の整備が計画されていない地域における浄化槽の普及

・水生生物による河川水質調査（カワゲラウォッチング）の実施による身近な河川等の保全に対する意識の高揚

土壌環境・地盤環境対策 ・有害物質を使用する施設に対する監視・指導の充実及び土壌への有害物質の蓄積の防止

・粉じんや汚水の排水による土壌汚染の防止

②生活環境・景観の保全 1)地域特性に応じた景観の保全・創出 町並み景観の保全 ・景観計画の基準の見直しや美しい景観と潤いのあるまちづくり条例に基づく指導、景観重点区域・景観重要建造物の指定などによる良好な景観形成の推進

・重要伝統的建造物群保存地区や市街地景観保存区域内の建造物の修理・修景に対する支援や伝統構法木造建築物の耐震化の促進などによる歴史的町並みの保全

・地域の伝統的な大工技術を活用した修景工事等に対する助成による伝統的な技術の継承と地場産業の振興を図るための指導や助言

・景観重要建造物の修理・修景や生け垣・塀の設置に対する支援、無電柱化の推進や看板等の除去などによる市街地等における景観の保全・向上

・空家となっている町家等の再生や活用などによる町並み景観の保全

・空家等対策計画に基づく空家化の予防、適切な管理の促進及び管理不全の是正や老朽空家等の除却及び空家等の利活用の推進

自然景観の保全 ・歴史的な街道の整備や街道沿いの集落景観の保全などによる農山村景観の保全

・観光景観林整備事業による新たな候補地選定に向けた検討

・宅地開発等の行為について、関係法規等の適正な運用により自然景観に配慮したものとなるよう指導、助言の実施

・「農業振興地域整備計画」による優良農地の確保と「農地法」に基づく農地転用許可制度の適正な運用などによる農用地区域の適正利用と田園景観の保全

・「都市計画法」に基づく土地利用や建物等の高さ制限による緑地の保全や眺望景観の保全

・「高山市の緑を守り育てる条例」に基づく「みどりの保全契約」の締結による市街地周辺の里山や身近な緑を保全するための支援や助言、市が里山を取得し適正な管
理を行うことによる里山景観の保全の推進

・都市計画制度の活用等による土地利用の規制、誘導や、まちづくりに関する計画及び指針に適合させるための必要な指導や助言の実施

・地元町内会等団体を通じた河川清掃による河川の保全意識の向上

景観保全に対する意識の醸成 ・美しい景観と潤いのあるまちづくり条例に基づくまちづくり協定の締結の推進

・景観町並保存連合会と協働した意識啓発や児童生徒の郷土学習などによる景観保全に対する意識の醸成

・地域住民の活動への助言や地域住民と市民活動団体の連携強化などによる景観保全に取り組む団体等の育成や支援

・ごみのポイ捨て等禁止の継続的な啓発、路上喫煙禁止区域の周知、河川の一斉清掃などによる美観意識の醸成

・空家等の耐震化や景観保全への支援を行い、空家等の有効活用による魅力あるまちづくりと良好な景観形成の促進

新たな景観の創出 ・周辺環境や景観との調和に配慮した公共施設整備の推進

・一般開放型トイレ施設の整備への支援などによる景観や利用環境の向上

・屋外広告物設置に対する適切な指導や助言の実施

・自然や町並みに配慮し、景観と調和した優れたデザインの建築物などを表彰する「景観デザイン賞」の実施

２)地域特性や長期的視点での土地利用 総合的な土地利用 ・都市計画制度の活用や美しい景観と潤いのあるまちづくり条例に基づく規制・誘導などによる秩序ある土地利用の推進

・情報提供や啓発を通した意識の醸成、建築協定・まちづくり協定の締結などによる市民と協働した土地利用の推進

利便性を高める土地利用 ・駅西地区の再整備による都市機能の充実やまちの魅力の向上

・生活に必要な施設の整備やにぎわいのある商業空間の形成などによる中心市街地における都市機能の集積

・各地域の核となる地区における道路等の基盤整備などによる居住環境の向上

地域特性を活かす土地利用 ・地域の特性等に応じた計画的な土地利用の推進

・自然や歴史的な街道、街道沿いの農山村集落など地域に残る良好な景観の保全・活用

・重要伝統的建造物群保存地区やその周辺地域における修理・修景、防災対策の実施などによる歴史的町並みの保全

・優良農地の確保や農地転用許可制度の適正な運用、都市計画、森林整備計画などの各種土地利用に関する計画の調整による農地及び農用地区域の保全

・造林事業の推進など森林の保全と整備、里山的な森林における生活環境保全林など自然とのふれあいの場の確保などの多様な活用

８



基本目標４．良好な生活環境の確保

基本施策 主な取り組み 施策の展開（実施事業等）

安全・安心を確保する土地利用 ・森林の保全などによる災害の防止や水源かん養機能等の確保

・岐阜県水源地域保全条例及び高山市水道水源保全条例に基づく水源地域の指定による水源保全の推進

・岐阜県水源地域保全条例に基づき指定された水源地域等、水源かん養林の保護・保全など隣接地域との連携や協力体制の強化

・県、市の水源地域保全条例に基づく水源地域等の指定の推進

公園や緑地の整備 ・利用者ニーズを踏まえた施設の改修などによる利用環境の向上

・遊具等の公園施設の補修・更新やユニバーサルデザイン化などによる安全で安心して利用できる環境の整備

・中心市街地において誰もが気軽に利用できる憩いの場の整備などによる回遊性の向上

・市民と協働した公園の清掃や草花の手入れなどによる公園づくり

・公園施設の情報提供などによる公園の利用促進

道路環境の整備 ・高速交通網や地域間連絡交通網、幹線市道の整備などによる幹線道路ネットワークの構築

・ユニバーサルデザインに配慮した道路整備や交通渋滞を緩和する快適で安全な道路環境の推進

３)公共交通の利便性の向上 地域公共交通の利便性の向上 ・路線バス・鉄道・タクシー・自家用有償運送との連携や路線及び利用者負担等の見直しなどによる効果的で効率的な自主運行バスの運行

・小型バス・タクシー車両のデマンド運行や自家用有償運送の活用などによる地域特性や利用実態に対応した少量輸送体制の確立

・高齢者に対するバス年間乗車パスの発行や子どもを対象とした地域バス乗車料金の無料化等の利用者負担の軽減、観光特化型バスの運行などによる地域公共交通
の利用の促進

・公共交通機関の施設・車両の整備などによるユニバーサルデザインへの配慮

③文化財等の保存・継承 1)歴史遺産・伝統文化の保存・継承 文化財の適正な管理、保護活動の促進 ・所有者や保存団体への支援などによる文化財の適正管理

・天然記念物や史跡等の保存環境の整備などによる保護活動の充実

・耐震化の促進や自主防災組織等の活動支援等による防災体制の充実

・伝統的建造物及びその周辺の環境の調査・再評価による重要伝統的建造物群保存地区の拡大

・重要伝統的建造物群保存地区等における修理・修景や防災対策による歴史的町並みの再生

・建築基準法等の規制緩和や伝統構法木造建築物耐震化マニュアルの運用などによる伝統的建造物群の保存・活用

・地域の伝統的な大工技術を活用した修景工事等に対する助成による伝統的な技術の継承と地場産業の振興を図るための指導や助言の実施

・美しいふるさと認証制度等による郷土愛の醸成や保護活動の促進

・文化財関連施設における展示や歴史資料の活用等による郷土教育の推進

・郷土の歴史や伝統文化に関する知識や認識の向上

伝統文化や生活文化の継承 ・ユネスコ無形文化遺産である高山祭の屋台行事等の祭礼行事を維持継承するための支援などの検討

・維持、継続することが困難となる可能性がある風俗や習慣などの記録保存

・市史の発刊・活用や先人の偉業の顕彰・啓発などによる郷土教育の充実

・日本遺産に登録された「飛騨匠の技・こころ」のストーリーを語る上で欠かせない魅力あふれる有形や無形の様々な文化財群の総合的な整備・活用による地域の活性
化

・歴史的に価値のある建造物・遺跡・伝承芸能・歴史資料等の公開などによる活用

・飛騨高山まちの博物館などの文化財関連施設における展示や歴史資料の活用、景観町並保存連合会等の各種団体や学校・地域との協働などによる郷土教育の推進

・飛騨高山まちの体験交流館を拠点とした伝統文化の実演・体験の充実

・歴史散策ルートの整備や標柱・説明看板等の設置などによる歴史文化を学ぶ環境の整備

・啓発冊子の発行や講座の開催などによる郷土の歴史・伝統文化に関する知識や認識の向上

９



基本目標５．未来につなぐ人づくり

基本施策 主な取り組み 施策の展開（実施事業等）

①環境教育・環境学習の推進 1)環境教育・環境学習の充実 環境教育・環境学習の推進 ・あらゆる年齢層が生涯を通じて環境教育・環境学習を受けることのできる機会の充実

・大学や企業、市民活動団体など環境に関する専門的な知見を有する団体等と連携した学習機会の提供

・小中学校における地球温暖化や生物多様性などの環境問題に関する学習の推進

・環境等に関する様々なテーマを学ぶ子ども大学の開催

・自然環境学習や山の自然学校の開催などによる自然環境学習の開催

・「ぎふ木遊館サテライト施設」を拠点として、幼少期から大人まで世代に応じた木育・森林環境教育による森林に対し責任のある行動をとることができる人材づくりの促
進

・SDGsの視点を取り入れた環境に関する学習の実施

環境学習活動への支援 ・各種団体の環境学習機会の創出に向けた講師派遣の実施

・特定外来生物の防除講習会や出前講座による生物多様性の保全

②環境に配慮したライフスタイ
ルの推進

1)環境に配慮した活動の推進 環境保全活動の推進 ・高山市民憲章の理念に基づき、市民、家庭、地域、各種団体、事業所等による主体的な活動の促進

・生産活動に伴って生ずる産業廃棄物の資源化や工場排水・排熱の再利用をはじめ、自然エネルギーの利用、リサイクル製品の開発、国際標準化機構（ＩＳＯ）の国際
規格制度の取り組み、ESCO事業の実施など、環境に配慮した企業活動への意識の高揚

・「環境の日」や「ごみゼロの日」等の機会を活用した環境美化運動に対する意識の啓発

・環境保全活動などに取り組む地域住民への助言や地域住民と市民活動団体の連携強化などによるまちづくり活動に取り組む団体等の育成や支援

・多様化する市民ニーズや地域課題に対応するため、住民、町内会、まちづくり協議会、市民活動団体、学校、事業者など、地域づくりの様々な担い手の協働により地
域の環境問題などに取り組む環境の整備

・「水の日」や「川の日」等の機会を活用し、水とふれあう機会の創出や清らかな水環境の保全意識の高揚

・緑化推進事業での花苗や花木の配布など、身近な生活環境の保全活動の実施

・高山市ポイ捨て等及び路上喫煙禁止条例に基づく吸い殻や空き缶等のポイ捨てや路上喫煙の防止

・ペット等の飼育について、飼い主のマナー向上や特定外来生物の飼育、譲渡等の禁止についての意識の啓発

環境意識の醸成 ・高山市快適環境づくり市民会議を通じた環境保全活動の推進

・脱炭素社会の実現や循環型社会の形成、自然との共生に向けた行動変容につながる周知啓発、関係イベントの開催
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